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令和８年４月 13 日 

 

          （名称）垂水市地域公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

≪公共交通における課題≫ 

垂水市は南北に長い地形で、国道沿線を中心に集落が形成されているため、路線バス

も国道沿線のみで運行されている。しかしながら、国道から内陸部に入ったところに形

成された集落も多く、交通空白地域あるいは交通不便地域となっている。 

また、本市では過疎化・高齢化が急速に進んでおり、令和２年国勢調査で高齢化率

43.1％となっている。こうした中で高齢者の運転免許証返納者数は増加傾向にあり、高

齢者の日々の生活、健康づくりや生きがいづくりの観点からも、高齢者等の移動手段確

保が求められている。 

加えて、自家用車の普及により、本市の公共交通機関の利用者は減少を続け、行政負

担の増加をはじめ、運行に様々な問題が発生している。 

 

≪事前予約型乗合タクシーの必要性≫ 

上記課題へ対応するため、コミュニティバスを運行していたが、利用者が年々減少し

ていたことから、平成21年11月末で廃止し、代替交通手段及び一部交通空白地域の新た

な交通手段として、同年12月から事前予約型乗合タクシー（以下、乗合タクシー）の実

証運行を行い、平成24年４月から本格運行へ移行した。 

利用者は高齢者が多く、通院・買い物等が利用目的であることから、高齢者等の交通

弱者の移動手段として、生活の質的向上に役立っており、利用者にとって日常生活の交

通手段として欠かせないものとなっている。 

また、令和６年５月に「ドア・ツー・ドア方式」の実証運行を開始し、同年10月より

本格運行となった。 

加えて、同年12月より本年２月まで市北部における乗合タクシー実証運行を行い、本

年10月の本格運行を目指している。また、既存ルートの延伸や中央地区停留所の増設等

も併せて実施する方向で進めている。 

今後も交通空白地域や交通不便地域の解消や高齢者等の交通弱者の生活移動手段の確

保を目的として、運行事業者と連携し、運行時間の見直しやルート変更等、利便性の向

上を図りながら、乗合タクシーの運行を継続する必要がある。 
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

事前予約型乗合タクシーの利用者数 

全てのルートにおいて引き続き潜在的な利用者の開拓を行うとともに、対象地域住民の

ニーズを把握しながら利用者の利便性向上に努め、コロナ禍前（令和元年度／7,702 人）の

95％水準以上の回復（令和 10 年度／7,320 人）を目指す。 

令和８年度 
 令和 10 年度 

（計画最終年度） 

7,000 人  7,320 人 

 

 ※本市地域公共交通計画には、令和８年度の目標値記載はないが、計画最終年度の 

目標値達成に向け、段階的に目標値を設定している。 

 

 （垂水市地域公共交通計画 Ｐ63 参照） 

 

直近１年間で路線バスを利用した割合 

地域内交通の利便性向上や効果的なモビリティ・マネジメントの実施により、利用促進が  

図れているか把握するため、市民アンケート調査で直近１年間の路線バスの利用状況を尋ね、

概ね５人に１人が「利用した」と回答することを目指す。 

令和８年度 
 令和 10 年度 

（計画最終年度） 

12.0％  20.0％ 

 

 ※本市地域公共交通計画には、令和８年度の目標値記載はないが、計画最終年度の 

目標値達成に向け、段階的に目標値を設定している。 

 

 （垂水市地域公共交通計画 Ｐ63 参照） 

 

公共交通への財政負担額（住民１人あたりの負担額） 

新たな運行形態の検討・導入に係る費用増大、効率化による費用縮減等を鑑み、令和

10 年度は現状維持（令和５年度／6,585 円）を目指す。 

令和８年度 
 令和 10 年度 

（計画最終年度） 

7,000 円  6,585 円 

 

 ※本市地域公共交通計画には、令和８年度の目標値記載はないが、計画最終年度の 

目標値達成に向け、段階的に目標値を設定している。 

 

 （垂水市地域公共交通計画 Ｐ64 参照） 
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（２）事業の効果 

 事前予約型乗合タクシーを運行することにより、交通空白・交通不便地域の高齢者等、

買物弱者に対して日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、地域間交通ネッ

トワークと連携することで、効率的な運行体系が実現し、外出促進・地域活性化にもつな

がる。 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・事前予約型乗合タクシーをドア・ツー・ドア型へ移行し、利便性の向上を図る。（垂水

市、交通事業者） 

・交通空白地となっている市北部や市南部へ運行区間を拡大するなど、安心して生活す

るための移動手段を確保する。（垂水市、交通事業者） 

・バス待ち環境の充実を図る。（垂水市、交通事業者、関係事業者） 

・各ターゲット層（子ども、学生、高齢者、転入者等）にモビリティ・マネジメントを

行う。（垂水市、交通事業者、関係事業者、市民） 

・バスやタクシーの運転業務に興味・関心を持ってもらえるように、市報等を活用して

仕事内容に関する情報発信を行うなど、交通事業者と協働して人手不足の解消に取り

組む。（垂水市、交通事業者） 

（垂水市地域公共交通計画 Ｐ52～62 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

・別紙１「運行計画表」を添付 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 事業者に委託する委託料については、運行経費から運行収入及び国庫補助金を差し引い 

た差額分を協議会が負担することとしている。 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

評価指標 データ取得方法 モニタリング実施時期 

事前予約型乗合タクシーの利用者数 市が所有するデータ 毎年実施 

バス待ち環境の整備箇所数 市が所有するデータ 毎年実施 

多様な関係者との連携による利用促進

の取組件数 
市が所有するデータ 毎年実施 

直近１年間で路線バスを利用した割合 市民アンケート調査 
計画最終年度に実施 

（中間評価も想定） 

地域の実情に合った交通サービスの 

調査・検討件数 
市が所有するデータ 毎年実施 

住民座談会の開催回数 市が所有するデータ 毎年実施 

公共交通への財政負担額 市が所有するデータ 毎年実施 

事前予約型乗合タクシーの収支差 市が所有するデータ 毎年実施 

（垂水市地域公共交通計画 Ｐ64～65 参照） 

 

事業の実施にあたっては、垂水市地域公共交通活性化協議会で PDCA サイクル

に沿って、計画期間である５年間の全体評価を行う。また、社会情勢や地域ニー

ズの変化に合わせて、実施事業を適宜評価・検証し、事業内容の見直しや改善を

行いながら目標達成に向けて推進する。 
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７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 表５を添付 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 
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（１）事業の目標 

 該当なし 

（２）事業の効果 

 該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・平成 24 年３月  垂水市地域公共交通活性化協議会を開催し、生活交通ネットワーク 

計画について協議、承認された。 

・平成 24年６月  実証運行期間の実績報告 

・平成 25年３月    本格運行開始 1年の経過報告 

・平成 25年６月    H26 生活交通ネットワーク計画の協議を行い、合意を得る。 

・平成 26年３月    平成 25 年度の経過報告 

・平成 26年６月    H27 生活交通ネットワーク計画について持ち回りで合意を得る。 

・平成 27年３月    平成 26 年度の経過報告 

・平成 27年６月    H28 生活交通ネットワーク計画について持ち回りで合意を得る。 

・平成 28年３月    平成 27 年度の経過報告 

・平成 28年６月    H29 生活交通ネットワーク計画について持ち回りで合意を得る。 

・平成 29年３月    平成 28 年度の経過報告 

・平成 29年７月    H30 生活交通ネットワーク計画について持ち回りで合意を得る。 

・平成 30年３月    平成 29 年度の経過報告 

・平成 30年６月    H31 生活交通ネットワーク計画について持ち回りで合意を得る。 

・平成 31年３月  平成 30 年度の経過報告 

運行日の変更に係る協議を行い、国民の休日及び振替休日は運行す 

ることで承認を得る。 

・令和元年６月   R2 地域内フィーダー系統確保維持計画について持ち回りで合意を 

得る。 

 ・令和２年３月   令和元年度の経過報告 

 ・令和２年７月   運行便数及び時間変更に係る協議を書面にて行い、R3 地域内フィー

ダー系統確保維持計画において、市木ルートは３便、他３ルートは

１便増便し、市木ルートの第１便は時間変更することで承認を得

る。 

                     R3 地域内フィーダー系統確保維持計画について承認を得る。 

 ・令和３年 1月   令和２年度の経過報告（書面開催） 

 ・令和３年６月   垂水市地域公共交通活性化協議会規約改正に係る協議を書面にて行

い、協議会への地域公共交通会議の機能付加及び委員追加について

承認を得る。 

運行時間変更に係る協議を書面にて行い、大野ルート４便を時間変

更することで承認を得る。 

           R3 地域内フィーダー系統確保維持計画の変更及び R4 地域内フィー

ダー系統確保維持計画について承認を得る。 

 ・令和４年１月   令和３年度の実績報告、事業評価（書面開催） 

 ・令和４年６月   R5 地域内フィーダー系統確保維持計画について承認を得る。 

 ・令和５年１月   令和４年度の実績報告、事業評価 

 ・令和５年６月   R6 地域内フィーダー系統確保維持計画について承認を得る。 

 ・令和５年 12月  令和５年度の実績報告、事業評価 

・令和６年２月   垂水市地域公共交通活性化協議会規約改正について承認を得る。 

垂水市地域公共交通計画骨子案について承認を得る。 



別 紙 

・令和６年３月   垂水市地域公共交通計画（案）について承認を得る。 
事前予約型乗合タクシー「ドア・ツー・ドア方式」実証運行について

承認を得る。 

・令和６年６月   実証運行期間の検証結果報告 

垂水市地域公共交通計画について承認を得る。 

R7 地域公共交通計画別紙について承認を得る。 

 ・令和６年 10月  市北部における乗合タクシー実証運行（R6.12/9～R6.2/22）につい 

て承認を得る。 

  ・令和７年１月   令和６年度の実績報告、事業評価 

 ・令和７年３月   実証運行結果報告及び乗合タクシールート拡大（本格運行への移行 

及びルート延伸等）について承認を得る。 

・令和７年５月   乗合タクシールート拡大の事業計画、運行計画の承認を得る。 

・令和７年６月   垂水市地域公共交通計画の連動化、R8 地域公共交通計画別紙につ 

          いて承認を得る。 

 ・令和８年１月   令和７年度の実績報告、事業評価 

・令和８年４月   垂水市地域公共交通計画の連動化、R8 地域公共交通計画別紙につ 

          いて承認を得る。 

19．利用者等の意見の反映状況 

令和元年 11 月、利便性の強化と潜在的利用者掘り起こしのための情報収集を目的に、

乗合タクシー運行区域の全世帯を対象にアンケート調査を実施した結果、増便や時間帯

に対しての要望が多くみられた。この結果を受け、より詳細なニーズを捉えるため、令

和２年４～５月に乗合タクシー利用者に対してさらにアンケート調査を実施した。計２

回のアンケート結果をもとに、令和２年 10月から市木ルートは３便、他３ルートは１便

増便することで利便性の強化と利用者の増加に努めた。 

令和３年５月、利用者から大野ルートの時間変更に関する要望があり、利用者へ聞き

取り調査を実施。この結果をもとに、令和３年７月から大野ルート４便の時間変更を行

った。 

令和５年 10 月、運行地域の市民へアンケート調査を行った結果、誰でも自宅前で乗降

できるようにすることの要望が多くみられたことから、令和６年５月より「ドア・ツー・

ドア方式」の実証運行を開始した。 

令和６年 12 月、利用者から市北部での運行に関する要望があり、実証運行を行った。

実証運行後、利用者アンケートを行い、本格運行に対するニーズは一定数確認されたこ

とから、令和７年 10 月より本格運行する予定としている。 

併せて、利用者より既存のルート（小谷ルート）についての延伸及び協和地区（実証

運行を行った３地区と中央地区の中間に位置する地区）の追加、並びに中央地区の停留

所増設についても以前より要望が多くあったことから、これら３点についても令和７年

10 月に開始する予定としている。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）鹿児島県垂水市上町 114 番地   

（所 属）垂水市企画政策課地域振興係   

（氏 名）村山 徹           

（電 話）0994-32-1143(直通)       

（e-mail）t_kikaku@city.tarumizu.lg.jp  
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桜島方面

鹿屋市方面

大野地区
（大野ルート）

水之上地区
（内ノ野ルート）

水之上・新城地区
（小谷ルート）

市木地区
（市木ルート）

中央地区

垂水港バス停

協和地区
（北部ルート）

松ヶ崎地区
（北部ルート）

牛根地区
（北部ルート）

境地区
（北部ルート）

事前予約型乗合タクシー運行ルート図（鹿児島県垂水市）

事前予約型
乗合タクシー

地域間幹線バス系統
鹿児島交通
「垂水～志布志線」

補助対象地域間幹線系統
鹿児島交通
「垂水中央病院～志布志線」

補助対象地域間幹線系統
鹿児島交通
「垂水港～桜島港線」

停留所

中 央 地 区 停 留 所 （ ９ か 所 ）


